
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  税務署職員が退職後税理士業務をする場合 

Ｑ：税務署の職員が退職して税理士として

独立することが多いですが、独立に際して何

か制限されることはあるのですか？ 

 

Ａ：税理士法42条に一定の制限が課せられ

ています。 

【解説】 

税務署に勤務していた職員が退職して税理

士になるケースは多いですが、職員が退職時

の地位や縁故を利用して退職後の顧客の開拓

を図るということは好ましくないことから、

税理士法42条において、一定の制限が課せら

れています。 

 「税理士法42条」 

  国税又は地方税に関する行政事務に従事し

ていた国又は地方団体の公務員で税理士にな

ったものは、離職後１年間は、その離職前１

年内に占めていた職の所掌に属すべき(例え

ば調査を行った納税者から税理士業務の委嘱

を受ける場合など)事件について税理士業務

を行ってはいけない。但し、国税庁長官の承

認を受けた者については、この限りではない。 

なお、この法律に違反した者には、税理士

法上の懲戒処分(①１年以内の税理士業務の

停止又は②税理士業務の禁止)や罰則規定(１

年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用

されます。 

この場合における税理士業務とは、税務代

理、税務書類の作成、税務相談を反復継続し

て行い又は反復継続して行う意思をもって行

うことをいい、必ずしも有償であることを要

しません。 
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